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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１８年６月１６日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時３１分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本善信  副委員長 森西　正  委　　員 南野直司

委　　員 三好義治  委　　員 野口　博  委　　員 三宅秀明

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室次長　中岡健二

同室参事兼政策推進課長　有山　泉

同室参事兼人権室長兼人権推進課長　藤原堅太郎

人事課長　山本和憲 

総務部長　奥村良夫 同部次長兼納税課長　葭中　勉

財政課長　堤　守 市民税課長　寺本敏彦 同課参事　柳瀬順一 

固定資産税課長　宮部善隆

消防長　稲田晴彦 同本部次長兼総務課長　浜崎健児

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第４２号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第４８号　公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

議案第４９号　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

議案第５０号　摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議案第５４号　摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

議案第５５号　摂津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部　

を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○山本善信委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は何かとお忙しい中、委員会をお

持ちいただきまして大変ありがとうござ

います。

　本日は、先日の本会議で付託されまし

た議案についてご審査を賜るわけでござ

いますが、どうぞご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

　私は、一たん退席させていただきます

けれども、在庁いたしておりますので、

どうぞ審査のほどよろしくお願いいたし

ます。

○山本善信委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付いたしております案のとおり行うこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　議案第４２号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　私の方から２点お聞かせい

ただきたいんですけども。

　まず、１点目に８ページの歳入であり

ます。款１、市税、市たばこ税でござい

ますけども、補正額１２億７，０００万

円の増額についてでありますが、これは

どのように活用されるのか、その点お聞

かせください。

　２点目に、各款におきます人件費事業

で、いずれも地域手当が減額になってお

りますが、この点について本市の職員労

働組合が地域手当算定根拠を求め、国へ

情報公開請求をされた結果、地域手当が

６パーセントとなり、この補正予算に反

映されているものと認識いたしますが、

この点、お聞かせください。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　地域手当のご質問に対

してご答弁申し上げます。

　委員ご説明いただきましたように、当

初予算につきましては、１０パーセント

で予算を組んでおりましたが、３月に労

働組合の方と一定の協議の結果、妥結を

得まして６パーセントということで国に

準拠するような形で決定をしたと。今回

の補正で６パーセントに変更させていた

だき、その分を減を計上させていただい

ているという運びでございます。

○山本善信委員長　堤課長。

○堤財政課長　それでは、私の方からた

ばこ税の増額の活用ということでお答え

をさせていただきたいと思います。

　企業誘致条例によります、市たばこ税

の増収分１２億７，０００万円から奨励

金３億円を差し引きまして残額９億７，

０００万円と、今回、地域手当導入に伴

います人件費の削減分１億８，７００万

円の１１億５，７００万円に繰越金等を

加えまして１１億６，１００万円を総合

福祉会館再整備基金からの借入金１０億

円と、公共施設整備基金からの借入金の

一部を償還するために償還金として今回

計上をさせていただいております。

　当面、本市の財政状況は平成８年度か

ら９年間連続で経常収支比率が１００パー
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セントを超えて、経常的な経費を経常的

な収入で賄えないという異常な状態が続

いております。以前、公表させていただ

いておりますように、団塊の世代の大量

退職が終結する２３年度には経常収支の

均衡が達成できるのではないかという見

込みを公表させていただいておりますけ

れども、今般、企業誘致条例の増収等も

ございますので、また新たに大型プロジェ

クトの方も事業確定をしておりますもの

がございます。そういった部分を含めま

して、今後の財政運営を検討してまいり

たいと考えております。

○山本善信委員長　南野委員。

○南野委員　１点目の市たばこ税につい

てでございますけれども、これは要望と

しておきたいことでありますが、この財

源をぜひ小中学校、あるいは園の全教室

に冷房設備を設置する等、早急に子ども

の教育環境を改善するために使用してい

ただけることを強く要望としておきます。

これは多くの保護者の皆さまからの要望

でありますので、どうか検討していただ

けるようよろしくお願いいたします。

　２点目の地域手当の減額についてでご

ざいますけども、職員の皆さんが摂津市

の財政状況をよく理解し、納得されて、

この地域手当の導入に合意されたものと

判断いたしますが、やはりこの件によっ

て一番気になりますのは、職員の皆さん

の中にはやる気をなくしてしまっておら

れる方もいらっしゃるかなと思うんです。

その点、対応策といいますが、どのよう

に考えておられるか。この点、お聞かせ

ください。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　委員ご指摘のように給

料というのが、ある１つの職員のやる気

を引き起こすということは言えると思い

ますけども、やはりお給料の面だけじゃ

なく、人事といたしましては、人材育成

計画にも書いていますように、職員の評

価をきっちりやっていき、昇格、異動等々

でそういうような人事制度をより一層確

立をして職員のやる気を引き出していく

というようなことで、トータルで職員の

やる気を考えていきたいと。やる気が出

るような人事施策を考えていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本善信委員長　南野委員。

○南野委員　わかりました。どうか、や

る気、元気、本気ですばらしい優秀な新

たな人材が来てくれるような自治体の構

築を目指して、頑張っていただきますよ

うよろしくお願いいたします。

○山本善信委員長　ほかにありませんか。

　三宅委員。

○三宅委員　私の方から２点補正予算に

ついて質問させていただきます。

　まず１点目は、市たばこ税の件になる

んですけれども、こうした今回１２億７，

０００万円ということで補正が上がって

おりますけれども、これは企業誘致条例

に基づいて先方企業の予算、これに基づ

いて算出されたものと考えますが、もし

この額を下回るような可能性、先方企業

が予算の修正を行うような事態に至る可

能性が感じられた場合、対処の方法とい

うのは考えておられますでしょうか。

　２点目につきましては、やはり同じく

地域手当の件になるんですけれども、や

はり財務体力的には決して低いわけでは

ない我が摂津市であります。大企業と言

われる企業の工場も何件かございます。

本市が６パーセントという数値に設定さ

れたのは、やはり国の算定に疑問を抱く

ところでありますけれども、労働組合の

みならず、市の当局としてこの数値の根

拠を明らかにしてほしいと国に今後とも
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求めていくべきではないかと考えますが、

以上２点についてお答えをいただきたく

思います。

○山本善信委員長　堤課長。

○堤財政課長　それでは、たばこ税の増

収見込みが額を下回る可能性とその対処

の方法ということでお答えさせていただ

きます。

　たばこ税の積算につきましては、先般

開かれました企業誘致条例の資格審査委

員会に提出された資料に基づいて市民税

課の方で計算をいたしております。あく

までもその額というのはそちらの方に提

出された資料に基づいて積算はされてい

るわけでございます。もし事業計画を下

回るということになれば、税収額は下回

るという可能性もございますが、その場

合は償還金の方が今、先ほど申し上げま

した１１億６，１００万円の償還金を計

上しておりますけれども、そちらの方が

償還できないということになりますが、

償還金ですので、特に執行上は最も影響

が低いのではないかと考えております。

　そういう意味で、償還金というのが最

もふさわしいのではないかと考えており

ます。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　地域手当の６パーセン

トの基準を市としても国に開示を求める

べきではないかというご質問でございま

す。地域手当の指定基準につきましては、

厚生労働省が調査をいたした賃金構造基

本統計調査という調査がございます。こ

の調査に基づき人事院が作成いたしまし

た１０年間、平成６年から１５年の平均

の賃金指数を９５として各市の状況を調

べたと。本市６パーセントの支給割合で

ございますので、その支給６パーセント

の当該賃金指数は９９．５以上１０３．

０未満という賃金指数の間に入っており

ます。こういうことで、一定人事院勧告

としては、そういうことの基準を示して

きていると。ただ、詳細については我々

も存じていないということがございます

ので、本市といたしましても人事といた

しましても、市長会を通じて国府要望が

ございます。そちらの方に一応摂津市と

して北摂ブロックの方に、そういう情報

を提供していただきたいというようなこ

とで要望をしていきたいと考えておりま

す。

○山本善信委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、たばこ税の

分に関しまして、もし計画より下回った

場合というお問いがあったと思うんです。

財政課長が答えたとおりなんですが、あ

と１点、１つ言えることは、あと９月の

補正、１２月の補正、３月の補正と３回

機会がございます。例年、今まででいき

ますと３月のときに、歳入の増や、ある

いは不用額が出てまいります。そのとき

に初めて最終的な調整を行いたいという

ことを考えておりまして、そのまま償還

金が減になるのか。あるいはその償還が

でき、あるいは他の不用額で調整できる

のか。その時点になってみないとわから

ないというのが現状でございます。

○山本善信委員長　三宅委員。

○三宅委員　まず、地域手当の方なんで

すけども、市長会等を通じて国の方に要

望を続けていくということでございまし

た。やはり根拠等が明確にならない基準

に従うというのはどうにも納得がいきが

たいというのがあろうかと思いますので、

今後ともその努力を続けていただくよう

に要望申し上げておきます。

　次に、たばこ税ですが、一応ただいま

部長の方から９月と１２月と３月の補正

で、また調整等が行われることがあろう

というご答弁でございましたが、恐らく
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事業の事業主さんにしたら、ひと月ごと

程度で業務報告等を作成されると思うん

ですけれども、これをひと月ごとにチェッ

クするという体制は考えておられますで

しょうか。

○山本善信委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それぞれ、事業所から

の一応計画に基づいて１２億７，０００

万、それから６０億の買受額の１００分

の５ということで３億円計上させていた

だきました。実は４月分として５月末に

既に納入をされております。金額でいき

ますと６，１００万円ほど通常のベース

以上に、６，１００万ほどは５月収入増

になっております。向こうは６０億円の

いわゆる買受額ということですので、そ

れに応じた形で１年間通じて、どういう

配分になるかわかりませんが、向こうの

方から納入されるのであろうと思ってお

ります。

　ただ、奨励金の支出の分については民

生常任委員会の所管になっておりますの

で、答弁は控えさせていただきますが、

それぞれ業者さんがＪＴ、たばこ産業の

方に納入される数字がありますので、そ

の数字の提出をもって納税額の確認がで

きると思っております。

○山本善信委員長　三宅委員。

○三宅委員　わかりました。今、現状、

適切に対応がなされているということで

理解いたします。今後ともそのような体

制は続いてとっていただけるように、市

としても注視していただきますよう、要

望申し上げて質問を終わらせていただき

ます。

○山本善信委員長　ほかありませんか。

　野口委員。

○野口委員　私もたばこ税の問題と人件

費問題、２つの質問をさせていただきた

いと思います。最初に、今、論議された、

たばこ税の問題です。３月の議会に記憶

にあるかと思うんですけども、条例が全

会一致で可決をされて、大体このぐらい

の金額が今年、納入になるということで

ありました。

　実際に、補正予算として今回計上され

ることになったわけでありますけれども、

その使い道についていろいろご意見もあ

りますように、ただ単に財政状況を少し

立て直していくために使うのは当然であ

るけれども、それだけではなくて、今の

市民生活に思いを馳せて、それを緊急的

に支える意味で活用できないかという問

題をこの間、提案、提起をしてきました。

後から論議をしたいと思うんですが、ま

ずたばこ税の問題については、この金額

の根拠について、１２億７，０００万円

の根拠について、１つは示していただき

たいと。

　２つ目は、審査会が行われてきていま

す。その結果、ＪＴＲが決定されたんで

すけれども、この審査会の論議状況とい

うのは会議録はできれば、担当所管の委

員会ですから各委員に配付をお願いした

いと思うんですけれども、その点、委員

長の方で取り計らいをまずお願いしてお

きたいと思うんです。どういう審議がさ

れたのかということもちょっと聞かせて

いただきたいと思います。

　３つ目、冒頭申し上げた活用方法であ

ります。最初に市民生活を支えるという

ことについて、地方自治体の基本的立場、

これは地方自治法でも住民の福祉の増進

であるということをきちっと、若干悪く

なっている地方自治法のもとでも、市民

の暮らしを守ることが第一の仕事なんだ

ということを明記されております。特に

この間、政治状況のもとで社会的格差が

どんどん広がって、小泉内閣が間もなく

終わりますけれども、今の政治のもとに
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どんどん国民負担増が押しつけられると。

　その中で一番直近の話題では、税制改

悪による住民税の納付書が各家庭に郵送

されて、市民的な大きな怒りが改めて広

がっているわけです。担当に聞きますと、

５月３１日に発送して６月１日に各家庭

にも届くと。６月１日の午後から１３日

までの８日半で５０５件の問い合わせが

あったということなんです。

　ご承知のとおり、平成１８、１７の税

制改悪によって定率減税の半減、６５歳

以上の非課税措置の段階的廃止、３年後

には全廃になるわけでありますけども。

老年者控除の廃止、年金控除の２０万円

の減と、この４つの税制改正によって、

これまで６５歳以上の方で非課税であっ

た方でもたくさんの数が課税になると。

中には１０倍とか２０倍とか、これが課

税世帯になりますから、介護保険料だと

か、国民健康保険料も負担増ということ

でかかわってきます。そういうことから、

いろんな負担増について、特に今回はこ

の住民税の通知について、そういう状態

になっていると。いわゆる市民の方々は

悲鳴を上げていると。確かに活用につい

てご説明があった、将来的に考えた場合、

今の財政をきちんとすることが、そのこ

とから市民に貢献できるんだというアク

セス、その接近の仕方も当然あるかと思

うんですけれども、２年ほど前には、こ

のたばこ税が入ってくる問題について、

それはないということで、いろんな財政

当局含めて部長会でも、近い将来、退職

債も含めて、どういう財政措置を行って

いくのかという点で、いろいろ思案をさ

れてきたと思うんです。

　その中で、企業戦略の１つとして企業

が参入したと、それによって不交付団体

ですから、丸々１２億７，０００万の金

が摂津に入ってくるようになったと。国

民の生活はそういう状況だという点では、

やはり財政を立て直すために全部使うこ

とではなくて、少なくても今の国民、市

民生活の実態に寄り添って、それを支え

るために使うということが論議されなかっ

たかどうか。ちょっと確認も含めて、こ

の意見についてどうなのか、答えを求め

ておきたいと思います。

　２つ目は、人件費の問題です。今回、

いろいろ国のガイドラインによって、６

パーセントで妥結をしたということで、

減額の補正が組まれているわけでありま

すけれども。まず、お尋ねしたいのは、

今は６月でありますけども、国のガイド

ラインの中で５級地６パーセントの地域

手当として示された自治体で、大阪府下

１０市あるんですね。こういう自治体や

近隣各市がどういう妥結になっているの

か。これらのつかんでいる分で結構です

から、お示しをいただきたいと思います。

　先ほども論議があった全国的にも大阪

市役所の厚遇問題から、改めて官に対す

るいろんなしわ寄せがどんどん押しつけ

られると。一方で、大きな網としては、

市場化テスト法だとか、行政改革推進法

の可決だとか含めて、この官から民の大

きな網の中で、より肩身が狭い思いになっ

ているわけでありますけれども。

　先ほどお話があったように、きちっと

集中改革プランで、アクションプランで

職員さんもこれだけ減らしますよという

ことは提示をされておりますけれども、

自分たちが毎日仕事をされて、誇りを持っ

てやる気を出して仕事をするためには、

それなりの処遇が必要だと、そういう点

で他市と比べてどうなのかということも

きちっと見ていただく。その１つの問題

として、３月議会にも述べましたけども、

管理職手当の見直し、これはきちっとす

べきだと思っています。
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　課長級で今３万３，０００円というこ

とであります。府下の大体の水準では、

係長クラスで４万から５万円という話が

出ておりますけども、こういう職員、や

る気を出す方策、先ほどご答弁ありまし

たけども、具体的に管理職手当の見直し

について、どういうスタンスで今年度見

直し作業を進めていくのか。ちょっと確

認をしておきたいと思います。

　人件費の３つ目の問題は、これも先ほ

ど紹介もあり、ご答弁もあったわけであ

りますけども、この地域手当について、

国が決めたから、いわゆるそれに対して

同じ働いているもの同士だけども、行政

側としてはその方向で妥結をしていく努

力をしたと。結果妥結をしたということ

で、しかし後から答弁があるだろうと思

いますけれども、近隣各市の状況だとか、

その他の施策の関係で、例えば生活保護

では摂津は１級地の１であり最高クラス

です。そういうことからしても、国が示

した地域手当６パーセントという根拠が

なかなか理解できないということが根本

にあって、摂津市の公平委員会に５月３

１日の組合ニュースでは市長に対する措

置を取るよう求める３００名を超える署

名が集まったという記事もありますし、

国に対しても先ほどお話があった人事院

総裁に対する行政文書の開示請求を行う

ということであります。

　こういう動きの中で、例えば国が示し

たから摂津市は６パーセントの方針で組

合と協議をされてきたということは理解

できますけども、ただ、近隣各市の状態

を見たら、これまでの調整手当がいわゆ

る大阪府下生活圏ということで１０パー

セントで統一的に行われていましたけど

も、当面１０パーセントでして、時限立

法でいろんなことを整備しながら、６パー

セントに近づけていくという対処の仕方

もあったかと思いますけども、その辺の

６パーセントで行政側として臨んだとい

う、その辺の考え方についてどうだった

のか、ちょっとあわせてお聞かせいただ

きたいと。

○山本善信委員長　寺本課長。

○寺本市民税課長　それでは、市たばこ

税にかかります１２億７，０００万円の

補正予算の積算根拠についてご説明申し

上げます。

　これにつきましては、摂津市企業誘致

条例によります企業誘致にかかります審

査委員会で決定されました、たばこ販売

業者の事業計画書から平成１８年度の買

受計画６０億円をもとに算出したもので

ございます。

　たばこ税につきましては、本数１，０

００本当たりに税率を乗じまして算出い

たしますので、１８年度の買受計画６０

億円を現行のボックスたばこ２８０円で

本数を割り出しいたしました。本数に直

しますと約４億２，８００万本となりま

して、現行の市たばこ税の税率１，００

０本当たり２，９７７円で算出したもの

でございます。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　人件費にかかわるとこ

ろにつきまして、ご答弁申し上げます。

　まず１点目の地域手当の近隣の状況、

府下の状況ということでございますが、

３月現在の資料でございますが、経過措

置等々で各市の状況で国の示している基

準を上回る、現在１０パーセントであれ

ば１０パーセントを支給する団体がある

ようでございますが、基本的にはほぼ全

団体が近い将来、経過措置のなくなった

段階では国の支給率に合わしていく。

　ただ、地域手当の中に、調整手当１０

パーセントでございましたが、地域手当

で１２パーセントとか１５パーセントと
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かいう団体がございますが、その辺の動

きにつきましては、ちょっとつかんでい

ないと。ただ現在はほぼ全体の団体が国

の示す支給率に合わせていく方向である

というふうに資料としては持っておりま

す。

　２点目の管理職手当の件でございます

が、委員の方からもお話がありましたよ

うに、府下平均、近隣各市を見ましても

係長級で四、五万ということも人事の方

もつかんでおります。管理職手当だけを

議論しますと、なかなかこの財政状況で

ございますので、増額についてはなかな

か前に進めないということはございます

ので、給与の格づけ等々の全体の中で、

人事としては研究をしていきたいと考え

ております。

　地域手当をなぜ国に準拠して６パーセ

ントということでございますが、やはり

過去からの摂津市の動きの中で、人事院

勧告に従いまして、いろんなことを決定

してきているということもございます。

６パーセントということを示され、やは

り人事院勧告のところの準拠をしていく

ということが一定の市の方針として決定

をなされたということでございます。

　ただ、３月まで管理職については３パー

セントカット、一般の職員については２

パーセントカットというカット分がござ

いましたが、４月以降はその分を戻すよ

うな形で妥結もしておるということで、

給与全体として決定していったというこ

とでご理解をいただきたいと思います。

○山本善信委員長　地域手当の近隣の状

況について、もう少し詳しくお答えでき

ませんか。山本課長。

○山本人事課長　そうしたら、北摂でご

ざいますが、豊中は１０パーセント、池

田１０パーセント、箕面１０パーセント、

吹田市につきましては、国基準が１２パー

セントで、経過措置としまして当分の間、

１０パーセント、高槻が１０パーセント、

当面１０パーセントということで資料と

してはちょうだいしています。ただ国の

支給率でいきますと、その中で箕面市は

１２パーセントであるが１０パーセント、

高槻市も１２パーセントであるが１０パー

セントというような状況でございます。

○山本善信委員長　堤課長。

○堤財政課長　それでは、私の方からた

ばこ税の活用ということで、ご答弁させ

ていただきたいと思います。まず、野口

委員ご指摘のように、このような不透明

な状況下で市民生活を支えるということ

は行政にとって大変大事なことであると

認識をいたしております。

　そこでたばこ税という見込みになかっ

た歳入につきましては、１６年度から１

８年度三位一体の改革で地方の歳入が大

幅に減少させられております。今後とも、

地方財政計画でも地方財政の規模を今以

上に縮小するということが計画されてい

るようでございます。

　持続性のある発展と継続性のある市民

サービスを提供するためには、先ほど申

し上げましたように、２３年度の収支均

衡を目標に今後ともたゆまず、行財政改

革を推進し、経常経費の圧縮を図ってい

かなければならないと考えております。

　先ほど、三宅委員からもご指摘ござい

ましたように、たばこ税の増収分につい

ては不確定要素もございますので、まず

は基金借入金の償還に充て、状況を見て

今後検討をしてまいりたいと考えており

ます。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　先ほどの中で、府下６

パーセントのところ、摂津と同様６パー

セントで各市どうしているかということ

でございますが、同様の３月の資料で各
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市の予定でございますが、６パーセント

を示された団体は当面の経過措置はござ

いますが、将来的にはすべて６パーセン

トの方向で検討しているということで聞

いております。

○山本善信委員長　有山参事。

○有山市長公室参事　それでは、５月１

２日に開かれました企業誘致奨励措置適

用資格審査会の議事録の公開ということ

のお問いについてご答弁申し上げます。

　この会議を行うに当たりまして、本市

の会議の公開に関する指針に基づき出席

議員の中で、本会議を公開するか否かを

決定をいただいております。その内容と

しては、会議を非公開とするとなってお

ります。

　理由としましては、本市の情報公開条

例第６条第６項の内容に従いまして、調

査、審議等に関する情報でありますので、

公開することにより、率直な意見の交換

もしくは意思決定の中立性が不当に損な

われるということが、その可能性がある

ということで、委員により委員会の中で、

このような決定をされたものでございま

す。

○山本善信委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　たばこ税の活用方法に

ついて、補足答弁をさせていただきたい

と思います。

　今まで本市の財政状況、ご承知のよう

に非常に厳しいものとなっております。

財政指数のうち、特に経常収支比率をもっ

ていろいろ説明をさせていただいており

ます。平成８年度決算から連続９年間１

００パーセントを超えている状況が続い

ております。このことは経常経費を賄う

ために、経常的に収入される主に市税が

不足しているということを物語っており

ますが、その不足額を基金の取り崩しや

基金の借り入れ的繰り入れで、一応しの

いできているのが現状でございます。

　それで、また臨時的経費に代表されま

す建設事業費の抑制も図ってまいってお

ります。平成１６年の数値なんですが、

人口１人当たりの普通建設事業費では、

本市７，８６３円、これは藤井寺市と同

額で府下最低の金額でございます。

　ちなみに最高額は茨木で４万７，９４

１円、都市の平均は２万５，２９６円と

いうことで、相当低いレベルに抑えてき

ております。

　財政方といたしましては、基本的には

経常収支比率の改善は行革によりまして、

固定経費を削減するべきであると考えて

おります。

　今回のように、たばこ税の増収分、こ

れは一時的な収入というふうに見ており

まして、経常経費の増加をもたらす支出

は将来禍根を残すことにもなってしまい

ます。今回のたばこ税の増収に関する措

置は、条例にいきますと奨励措置につい

ては５年間という限定がありますので、

６年目以降は企業の定着が保障されたも

のでも何でもございません。将来、財政

バランスが崩れることのないように、や

はり限定的に考えるべきであると思って

おります。

　今回、補正の３８ページに掲げており

ますように、公共施設整備基金借入金で

１億６，１００万円、それから総合福祉

会館再整備基金で１０億円を返済してお

ります。今まで基金からの借り入れは２

４億２，１００万円でございましたので、

残り半分ぐらいがまだ未償還というふう

になっております。

　今回、この基金の方に償還させていた

だいたのは、財政調整を図るために総計

予算主義の原則から、収入と支出は同額

であります。今回のように多額な収入が

予定される場合については、他の歳入を
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削減するのか。あるいは歳出をふやすの

か、２つの方法が考えられます。１つは

当初予算で財政調整基金５億４，８５１

万２，０００円と減債基金９億円の取り

崩しが予定されております。この取り崩

し額を減額するのか、あるいは現に補正

予算で上げていますように、借入金の償

還をするのか。２つの選択肢がありまし

た。結果的には基金の借り入れの分を償

還することに決めました。

　その１つの理由としては、まず１つは

南千里丘構想が基本合意に至り、今後コ

ミュニティプラザ構想の現実化によって、

福祉会館再整備基金からの借入金を清算

しておく必要がある。

　２点目には、公共施設整備基金の借入

金も一部でありますが、清算することが

でき、今後の歳出に対応できるのではな

いか。

　それから、３つ目は基金は廃止しない

限り、借入金の清算は必ずしなければな

らないということで、歳入超過のときに

はこういうことが可能であろうと思って

おります。

　それから、今後の収支不足のときには、

またぞろ借り入れ的繰り入れの手法なり

をとることができるというような理由で

選択させていただいたものでございます。

　今後につきましては、それぞれ各課の

要求に基づきまして、財政再建と市民サー

ビス向上の全体的なバランスの感覚の中

で予算査定もし、執行もしていきたいと

いうふうに思っております。

○山本善信委員長　野口委員。

○野口委員　たばこ税に関する問題で、

２回目の質問をさせていただきます。

　積算根拠についてはわかりました。今、

業者資格決定の審査会の公開問題ですけ

ども、今日の時点でそういうご判断をさ

れるという、確かに審査会に参加される

委員の皆さんの条例を基本にした判断の

仕方があるかもわからないけども、結果

として３億円の金が民間企業に動いてい

くわけで、そういう問題の性格からして

も、いわゆる公開できないというご判断

に至った状態がなかなか理解できないと。

　滋賀県の竜王町でも公開されて、一応

公になっているわけです。そこでいろい

ろＪＴＲの社長も出てこられて、いろん

な話もされているわけです。いろんな角

度からのご質問もあったりして、答える

と。そういうことをリアルにわかりなが

ら、業者の決定を行っている。

　これは、審査会の構成メンバーを見て

みますと、そういう非公開にしなければ

ならないというメンバーではないと思う

んです、メンバー的にも。

　例えば、大阪人間科学大学の教授の方、

弁護士の方、商工会の代表の方、住民代

表、それと行政側から助役、生活環境部

長、総務部長、市長公室長です。ここに

書いていますけれども、今日の状態でこ

ういう問題について公開できないという

のが、今の説明わかりません。

　例えば、公開できないとおっしゃった

から、例えば情報公開条例で僕らが請求

したとしても、できないわけですよね。

そうなりますわな。企業が入ってきて、

それに絡む話でありますから、条例上は

５年間ということで出ていますけれども、

企業の考え方によって軋轢も生じてくる

と。確かに田尻町でもそうでありますし、

竜王町でもそうであります。いろんな行

政側と進出した企業の間でいろんなこと

も問題も発生しているわけで、そういう

ことも内々で事を処理するのではなくて、

やっぱり少なくとも所管の委員会の方に

はこういう問題についてきちっと報告も

するという視点で、情報を公開するとい

う立場をとるべきだと思いますけども、
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その辺どうでしょうか。改めて確認をし

ておきたいと思います。

　もう一つの問題は、活用方法でありま

す。いろいろ説明がありました。残念な

のは、部長の方から禍根を残すという言

葉を使われました。これは大変残念であ

りますけども。ずっと経常的に５年間し

か来ないお金を活用して云々するという

施策展開をするということを単純に言っ

ているわけではないわけです。今の国民

なり市民の実態を見ますと、そういう悠

長なことをおっしゃっている対応の仕方

で、なかなか暮らしをまともに維持でき

ない状態も一方であるわけです。

　３月議会でも、格差の問題については

いろいろ数字を示しました。その中で改

めて幾つかまず申し上げて理解を求めて

おきたいと思うんですが、関係の学者の

方では格差の中で一番問題なのは、許さ

れない格差です。そういう言い方をして、

いわゆる国が毎年４月に公表しているセー

フティネットとしての生活保護基準、こ

れ以下の方がどれだけ日本の国内でふえ

ているのかと、容認できない格差という

こと、これを放置してはあかんと。いろ

んなそのほかの問題で数字がありますけ

ども、こういうとらえ方をこの学者の方

はされています。

　その中で生活保護といいますと、３月

議会で申し上げましたけども、昨年の９

月時点で、その前年度の９月に比べて大

阪府下の自治体で生活保護受給者の伸び

率は府下トップなんです。全体の受けて

いる受給者の率はそんなに多くはありま

せんけれども、それだけこの１年間で摂

津でも容認できない格差の層に位置する

方々がふえているのだということを１つ

きちっと受けとめていただきたいと思う

んです。

　先ほど申し上げた６月になっての住民

税の通知ですけれども、担当に聞きます

と、いわゆる前年度非課税の方、６５歳

以上でありますけども、それが今年度ど

うかといいますと、平成１７年度の６５

歳以上の納税者は２，５２１人なんです。

それに対して、今年度、昨年非課税から

課税になった６５歳の方が１，２４７人

と、いわゆる高齢者は悲鳴を上げている

わけです。はっきり言って。

　ある数字では、全国的には６５歳以上

で見ますと、生活保護基準以下が４０．

４パーセントという数字が政府の統計を

分析したら、そういう数字が出ておりま

すし、そういうこともきちっと受けとめ

ていただきたいと。

　例えば、政策判断で、昔、財政状況の

違いも当然ありますけども、今回専決処

分された国民健康保険会計の繰上充用、

２億７，６００万、これも例えば後年度

に国保会計、国保加入者も保険料との絡

みもありますから、これに今年度は活用

するという政策判断も検討課題にあって

も僕はいいことだと思いますし、またお

金の使い道で言いますと、この前ちょう

ど公園の遊具の問題で、いろいろと改め

て実態がわかったんですけども、公園に

かかる維持管理で、修繕費が大体２２５

万円、いわゆる公園の２０年前後では大

体遊具を修繕して活用すると。遊具取り

かえ、３０年以上たっておれば当然遊具

を取りかえるということで、これも２２

５万円と、ただ数年前、高槻の遊具で事

件がありましたので、取りかえ費用は若

干１００万、２００万円単位で、この数

年間ふえておりますけども。

　これも職員さんが毎日数か所回って点

検をすると。３か月で大体１クールする

わけです。その中で、市全体の平年だと

大体４５０万から５００万円の公園の維

持管理にやっているということなんです。
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　いろいろ道路の維持補修だとか、いろ

んな生活をする中で、今一遍にした方が

よくても予算の関係で年次計画で対応せ

ざるを得ないということも当然あります

けれども、そんなにお金を、財政を投入

しないでも、１年、２年ですべてその分

野対応できると。当然数年後にまたその

関係分野でも対応が求められますけども、

そういういろんな問題を見て、５年間の

限定的な財政であっても、なぜそこに検

討するということにならないのかという

ことは、大変残念なんです。

　確かに３つの理由は述べられましたけ

ども、そうしたらこれまでも指摘しまし

たように、南千里丘開発で行政が言う、

夢をかなう、顔をつくる。そのためにた

ばこ税を、そのもとになる活用する福祉

会館のお金をもとどおりにちゃんとして

おくというためにこのお金を使うのか。

それは検討するけども、市民の生活はど

うなのかということになります。

　だから、そういう点では、いろいろ５

年間経過等関係する施策に活用するかど

うかはそれはいろいろあるかもわかりま

せんけれども、少なくとも２年前には考

えられなかった、このお金が入ってきた

わけですから、なぜそういう活用をしな

いのかと、率直に市民の方々も思ってい

るわけです。ぜひこれに答えていただき

たいと思いますけども。助役どうでしょ

うか。

　人件費の問題です。説明がわかったよ

うなわからないような感じで大変申しわ

けないですが、そういう感じがしました。

１回目の質問で、いろいろ国の準拠があ

りますので、示した数字で、いわゆる経

過措置があったとしてもそれでいくんだ

という話でありました。

　経過措置については、吹田と高槻です

か。出されましたけれども、茨木市では

答弁なかった、紹介ありませんでしたけ

ども、話では近隣の方で例えば島本町が

あります。ここは１０パーセントと聞い

ているんです。なぜ摂津が６パーセント、

島本が１０パーセントなのかという行政

同士の比較じゃなくて、判断です。だか

ら例えば国が島本１０パーセントで多分

数字は示していないと思うんです。僕は

資料ないからわかりませんけども。そう

すれば、島本町は１０パーセントで妥結

をしたわけです。島本は、ここに紹介の

中には、数字がありません。大阪府下で

町と言える熊取町とか、田尻町、太子町

は３パーセントに入っています。

　島本町は紹介がないと思うんですけど

も。しかし１０パーセントで妥結をした

と。摂津は６パーセントでしたという、

これの行政側の判断です。それを聞いて

いるわけです。これから、退職債とか、

いろんな行政側としての今後の財政運営

の中で、起債の関係とか、国との関係で

財政運営上、国からのペナルティを受け

るような余分な材料を残さないという考

えもあろうかと思うんですけども、そう

ではなくて最初申し上げた、そういう職

員の方々のやる気の問題もありますし、

確かに１、２級の等級の方の給料３パー

セント、３から７等級が２パーセントカッ

トを復元しましたけども、そういう確認

は認めますけども、ただ全体として職員

の方々が本当に今の中でやる気を持って

仕事ができるのかと。できなければ結局

市民の方々にそのことが大きな影響を与

えるわけですから。

　だから、当初、平成６年にＳｕｐ３０

が出発して、市民満足とか職員満足とか

いろいろ言葉が飛び交いましたけれども、

最終的には市民満足と、自治体としての

１番の仕事である住民の暮らしを守ると。

以前、ある組合の委員長が市民の方々の
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笑顔が広がるとか、喜びとする職員組合

をつくろうという話をされているのを聞

いておりますけども、そういう方向を考

えた場合、頑張っていける土台の職員さ

んがやる気が出なければ、そのことは達

成できないわけで、市役所は以前にも申

し上げましたけども、市民に役立つとこ

ろですから、そのためにまず職員がそう

いう環境にならなければならない。そう

いうことからしても、その管理職手当の

見直しも含めて全体的なそのための方策

をきちっと位置づけて、見直ししていた

だきたいと。

　先ほど申し上げた島本町の例も出しま

したけども、それの考え方ですね。もう

一つ確認しておきたいと。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　６パーセントの妥

結がどうなったかということなんですけ

ども、とりあえずまず最初に言っておき

たいのは、今回、以前は調整手当という

のは国の賃金がどこへ行っても一律であ

るというところから、調整手当というの

は、それぞれの地域の物価によって高い、

低いということで本給にプラスされてい

たわけでございます。今回の地域手当と

いいますのは、その地域の賃金にどれだ

けの差があるか、高い、低いかというこ

とで、その率を決めたというのが人事院

の勧告ということでございます。

　そういう意味で言いますと、賃金の調

査が行われた過去３年の分で判断してお

りますので、そのこと自体については問

題はないと思っております。ただ、賃金

で各地の手当をつけること自体がいいの

か悪いのかということについては、いろ

いろ問題がありますので、そのことにつ

きましては、国の方へもいろんな形で見

直しの要望はしていきたいと思っており

ます。

　それで、今回その６パーセントをなっ

た市が１０パーセントで妥結したところ

もあれば、摂津のように６パーセントで

妥結したというところもございます。こ

れはそれぞれの市で今まで独自でカット

してきたとか、カットしてないところも

ありますし、いろんな状況があります。

委員おっしゃったように、そのペナルティ

の話もございます。ただ、摂津市、市と

して組合と協議する中で、組合の方も今

までカットしてきたけれども、それもや

めて、そのかわり手当も６パーセントに

落としましょうという話の中で、そうい

う形でやれば、ペナルティの話も出てこ

ないということもありますし、それは市

独自として、そういう形で判断してさせ

ていただいたということでございます。

　他の市が１０パーセント継続でやって

いる、やっていないというのはそれぞれ

の市の状況がございますので、そこまで

うちの方では把握はいたしておりません。

○山本善信委員長　寺田公室長。

○寺田市長公室長　細かい点については

先ほど答弁をしたとおりでございますが、

行政側の判断ということでございますが、

なるほど地域手当そのものをとらえれば

６パーセントということで妥結をしたわ

けですが、これは年末、あるいは年度を

越えて市の職員の賃金、総体の交渉でご

ざいますから、地域手当だけではなしに、

いろんな要素もございます。それぞれ話

をする中で、各市それぞれのご判断で行

われたことでありまして、なるほど経過

措置を設けて１２パーセントの地域手当

であれば当分の間、１０パーセントでい

くとか、あるいは３パーセントの地域手

当であっても当分１０パーセントで行く

とか、それぞれ各市事情がございまして、

それぞれ決めておられますが、最終的に

は国の示している地域手当６パーセント
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であれば６パーセント、３パーセントで

あれば３パーセントに皆、それに向けて

それぞれ話、今後もされていくだろうと

考えております。

　それと、もう一点でございますが、管

理職手当の見直しというお話がございま

すが、なるほど管理職手当についてはおっ

しゃったとおりでございまして、府下的

には非常に低い数字でございます。

　ただ、本市の場合に抱えている、もう

一つの問題といたしましては、特別職の

報酬等をこの間、１０数年見直しており

ません。ですから一般職員の管理職手当

を上げますと、特別職と一般職との間と

いうのは、物すごく、これは管理職手当

を何ぼにするかによって変りますが、非

常に差が少なくなってくると、そうしま

すと、勢い特別職等の報酬等の見直しと

いうのが浮上してまいりますので、それ

らのことも踏まえて、管理職手当等は本

市の財政状況、あるいは市民感情等も含

めて考えていかなければならないという

ふうに考えております。

　それともう一つ、職員のやる気の問題

でございますが、なるほど地域手当につ

いては、公平委員会に組合の方からの申

し立てもありますし、また国の方に情報

公開を求めているというのはよくわかり

ます。ただ、組合の方の情報公開の請求

等を見ておりますと、６パーセントが低

いというのではなしに、６パーセントの

根拠がわからないということで、その根

拠を示してほしいということでございま

して、この根拠について、我々も人事院

の勧告でつぶさに市がなぜ、本市が６パー

セントになったかということについては

定かでなく、我々もわからないというこ

とでございまして、決してその６パーセ

ントが間違っているというふうに我々考

えておりません。組合側は６パーセント

が低いと思っているかもわかりませんが、

我々としてはその６パーセントが低いと

いう根拠みたいなのを持ち合わせており

ませんので、６パーセントが低いという

ようなコメントはできないと思っており

ます。

○山本善信委員長　審査会の件で、有山

参事。

○有山市長公室参事　審査会の方で公開

しないことについて、野口委員の方が納

得がいかないということでございますが、

手続上、委員会の判断として決定された

ことでございます。

○山本善信委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、たばこ税の

活用について再度ご答弁申し上げます。

先ほど答弁の中で、建設事業費、人口１

人当たりの分をご紹介させていただきま

した。これで言いたいのは、それぞれ健

全化のために、収支均衡のために建設事

業費をかなり抑制をしてきたということ

を言いたかったために紹介させていただ

きました。それで、先ほどご指摘ありま

したように、公園の遊具とか、あるいは

それのみならず、道路の維持補修等につ

いては、かなり無理をして抑制をしてき

ております。その弊害はそろそろ出てき

ているのではないかというふうには認識

をしております。

　それで、もう一つは、財政の健全化の

部分について、経常収支比率を今までずっ

と説明をさせてきてもらっています。そ

の経常収支比率を１００以下に下げるた

めには、いわゆる歳入を上げるのか、あ

るいは歳出を落とすのか、あるいはその

両方するのかということになろうかと思

います。

　それで、我々といたしましては、行革

によりまして、固定経費を削減して１０

０パーセントを切りたいと思っておりま
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すが、これとてもそうたやすくできるも

のではございません。それと、先ほどの

分でたばこ税が５年間、ある程度収入を

見込むことができます。ただし、これを

先ほど言いましたように、固定経費にそ

れを財源を充てますと、６年目以降から

はもし歳入が断たれたときには、固定経

費の歳出だけが残ってしまう。歳入が減っ

てしまう。そのときにまたぞろ経常収支

比率が悪化するという意味で、それぞれ

この仮に１０億円としますと、５年間で

５０億円、その財源についてはやはり財

政再建のための１つの財源として、ある

いは市民サービス向上のために、いかに

事業ができるのか。この両面をやはり考

えて運用をしていかないと、やはり禍根

を残すという意味でそういう答弁をさせ

ていただきました。

○山本善信委員長　野口委員、先ほど活

用方法云々の話は政策全体の話になりま

すので、その辺議論広がり過ぎますので、

その辺を留意して質問続けてください。

　野口委員。

○野口委員　審査会の問題ですけども、

けしからん話だということだけ言うとき

ます。

　活用方法の問題ですけども、その両面

を考えたとおっしゃっているのだけども、

結局その３点の説明、活用についてお話

がありました。そこには、私どもの立場

としてはいろんな市民生活の実態につい

て紹介もし、本来の自治体としての仕事

は何なのかという立場からも論議をして

きました。

　今、アクションプランの分析も個人的

にやっていますけども、なかなかそこに

はそれだけ職員さんが日々仕事をされて、

その中でいろんな分野の仕事があるんだ

けども、今の市民生活がどういう実態な

のかということをきちんと分析するとか、

いわゆる市民生活支援課とか、そういう

守るという立場での庁内の意識が余りに

も少ないと。そういうことを感じるわけ

です。確かに経常収支の関係で、当然歳

入歳出、経常収支の計算される部分の問

題もあろうかと思いますし。

　しかし一方では、この臨時部長会の資

料を見ますと、ちゃっかり昨年の８月に

平成１６年度の決算後を受けて示した資

料の中に、いわゆる企業誘致にかかる増

収額、４８億５，０００万という数字が

紹介されて、それからこのとき立てた平

成２１年までの歳入不足、試算値ですけ

ども、ここで財源不足額を差し引いて、

企業誘致から集中改革プランにおける財

源不足だとか、基金からの２０億２，１

００万円までの借り入れを返すとか、こ

こで企業誘致の金額を全部使おうとして

おる。それでも、これだけ足りませんよ

という財政のための財政なんです、はっ

きり言って。

　ここに何で市民の生活を守るために、

今は検討できないけど、ちょっとこれだ

け置いておいて、検討しますよと。その

ために少しこっちの予算項目に置いてお

きますよという、そういう活用の仕方が

なぜできないのか。そうしなければ、部

分的だったとしても市民の共感を得られ

る行政は展開できませんよ。そのことを

強く申し上げておきます。答弁結構です。

　人件費の問題であります。重なります

ので、くどくど申し上げませんが、とり

あえず、いろんな地方自治体をめぐる国

のいろんな地方自治体に対する押しつけ

の分野も、全面的に行おうとしている中

で、もっとも身近な自治体でありますか

ら、その職員さんがきちっと満足できる

仕事ができるように、そのことによって

市民の方に喜んでいただけるという方向

へ向けて、何が改善すべき点かという角
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度から、これを多分検討されたと思いま

すけども、今後とも一層の見直しをして

いただくようにお願いしておきたいと思

います。

（「議事進行」と三好委員が呼ぶ。）

○山本善信委員長　三好委員。

○三好委員　議事進行の中では、今のや

りとりの中で、人件費にかかわる地域手

当について、人事院勧告が決定されて、

そして格差が生じている中で、摂津市は、

市の格が低いという烙印を押されたとい

うことを感じております。

　東京のある区では、その区長が腹立た

しさに、国に申し入れをしたと。先ほど

のやりとりを聞いていますと、市長会を

通じて申し入れするとか、中岡次長から

は、いろんな手段を講じて申し入れをす

るとかいうご議論もありましたが、私は

行政として６パーセントという根拠がな

い、それこそ市の格が低いと烙印を押さ

れたような考えをいたして仕方ありませ

ん。

　だから、この際、当局に対してこの数

値に対する考え方、今後の動きについて、

毅然とした態度で示していただくことを、

この議事進行の中で確認をしておきたい

と思うんですが、よろしくお願いいたし

ます。

○山本善信委員長　議事進行の形で意見

を言われておるわけで、先ほど野口委員

のご質問等でも若干ニュアンス的にはそ

ういったことがあったろうかと思います

ので、あえてその点について、補足的に

理事者側の答弁を求めておきたいと思い

ます。

○山本善信委員長　寺田公室長。

○寺田市長公室長　地域手当の件でござ

いますが、国の人事院が地域手当の算出

をした根拠というのが、厚生労働省の賃

金構造基本統計調査ということで、この

平成６年から平成１５年の１０年間を調

べて、それに基づいて級地を決めてきた。

本市の場合が、当該賃金指数ということ

で、出されておりまして、９９．５以上、

１０３未満が６パーセントというような、

それぞれ３パーセントの根拠、１０パー

セントの根拠、１２パーセントの根拠と

いうことで、当該賃金指数というのが出

されておりまして、それに基づいて決定

をした。国の方へ組合の方が情報公開を

求めておるのが、この賃金構造基本統計

調査がどんなものか。どういうのが摂津

市の企業が対象になったのか。何社を対

象にしてどう決めたのかということを求

めておりまして、本市の方も、この賃金

構造基本統計調査の中身をわからないと、

この６パーセントが間違っていますよと

か、適当ではないというようなことが論

拠として言えない状況であります。

　例えば国の方へ行きますと、摂津市さ

ん、その根拠が間違っているという証拠

を示してほしいというと、我々この賃金

構造基本統計調査というのは持ち合わせ

ておりませんから、それを組合の方も開

示請求をしておりますが、その開示請求

で、その調査が国の方から開示されまし

たら、調べてわかると思うんですが、恐

らく今のやりとりを聞いておりますと、

なかなか国はそれぞれ企業の調査ですの

で、企業の個人情報関係ですから、開示

はできないというふうな形で、拒否をす

るのではないかという思っておりまして、

そういう公開がなされた中で我々は論じ

られるのではないかと思っております。

○山本善信委員長　助役。

○小野助役　公室長が言ったとおりでご

ざいますけども、マスコミも非常に注目

しておりまして、今の状況であれば具体

の資料として開示をしてこないのではな

いかというような気もいたします。
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　そうした場合に、それでおさめられる

かどうかという問題、１つまた別の時点

でこれは市としても考えなければならな

いと思っております。

　今、公室長、申し上げたように、開示

をした場合、一定の中身で議論ができた

としても、その開示をしない、資料がな

い、出せないとなったときに、市はそれ

で了とするかどうかと、これはそうはな

らないのではないかというのは、私個人

が今思っております。

　この時期、各委員が言われた中身、開

示はされない場合、市としては何をどう

するかということは、もう一度議会とも

十分ご協議した上で、一定の考え方をもっ

て取り組みをしたいと考えているところ

でございます。

○山本善信委員長　奥村総務部長、補足

的に何かご答弁ありますか。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、答弁は結構

ですとおっしゃられたんですが、あえて

補足をさせていただきたいと思います。

　それぞれ財政課の方では毎年、決算を

打ってから８月に中期の財政見通しを立

てております。ここで、それぞれ基金を

使いながら収支見込でたしか２１年度ま

では出したと思います。

　それには、このたばこ税は入っており

ません。それで、もう一つ歳出の方に例

えば南千里丘の事業そのものも入ってお

りません。いろいろ歳出も、あるいは歳

入もその時々によって非常に変ってきて

おります。そういう部分では、また８月

には中期の財政見通しを出していきたい

と思っております。

　ただし、今までの中期の財政見通しの

中では、普通建設事業費は５億円を一応

計上しております。この５億円も先ほど

建設事業費、市民１人当たり紹介させて

いただきましたけれども、ほとんど本当

に現状維持、あるいは現状維持もできな

いような経費でございますので、それら

経費をやはりもう少し見直ししないと、

建設事業費の抑制の弊害がそろそろ出て

くるのではないかという危惧は持ってお

ります。

○山本善信委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１１時１５分　休憩）

（午前１１時１８分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　議案第４８号及び議案第４９号の審査

を行います。

　本２件につきましても補足説明を省略

し、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１９分　休憩）

（午前１１時２０分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　議案第５０号の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　１点だけ教えていただきた

いんですけども、市たばこ税に関しまし

ては、当初予算額、そして今回の補正額

と出ておりますけども、この地方税法の

改正、７月１日からのたばこの値上げに

伴って、予算額に若干反映されると認識

いたしますが、どのようにこの点予測さ

れておられるのか、お聞かせください。

○山本善信委員長　寺本課長。

○寺本市民税課長　今回のたばこ税の税
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率改正によります部分で、予算額にどの

ように反映されるのかというご質問でご

ざいますけれども、今回の改正によりま

す税収見込みでございますが、たばこ値

上げによります売り上げ本数の減少と近

年の健康志向も相まった状況の中で、大

幅な増収にはならないのではないかと見

込んでおるところでございます。

　前回、平成１５年７月の改正時におき

ましても、値上げの影響等で８月から翌

年３月までの申告本数につきましては、

約１０パーセント程度低下しておりまし

て、今回の改正におきましても、１箱当

たり２０円から３０円の値上げになりま

すので、８月から翌年３月までの申告本

数につきましては、前回と同様に１０パー

セント程度低下するのではないかと見込

んでおります。

　このようなことから、今回のたばこ税

率の改正によります税収見込みにつきま

しては、当初予算措置の段階で見込んで

おりまして、６億３，９００万円という

予算計上をさせていただいておるわけで

ございますけれども、これにつきまして

は、平成１７年度の決算見込額６億３，

２００万円に対しまして、７００万円の

増、率にいたしまして１．１パーセント

の微増と見込んでおるところでございま

す。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

　三宅委員。

○三宅委員　私の方から１点質問させて

いただきます。

　この条例の附則の４項以降は、恐らく

在庫品に係る規定かと認識いたしますが、

平成１５年にも一度たばこの値上げがご

ざいまして、私、以前勤めておりました

会社でこれに当たったのでございますが、

今回の変更の概略をわかりやすく一言お

教えいただけたらと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○山本善信委員長　寺本課長。

○寺本市民税課長　この在庫品にかかり

ます部分につきましては、たばこ税の手

持ち品課税ということに相なっておりま

して、まずこの手持ち品課税がなぜ行わ

れるかという理由でございますけども、

地方のたばこ税につきましては、卸売販

売業者、また小売販売業者等が売り渡し

をしたときに課税になっておりまして、

平成１８年６月３０日までに出荷売り渡

しが行われてました、たばこにつきまし

ては、引き上げ前の税率で課税されてい

ることになります。

　したがいまして、手持ち品課税を行い

ませんと、７月１日現在におきまして引

き上げ後の税率で課税されたたばこと引

き上げ前の税率で課税されたたばこが流

通することになりますので、同一のもの

に対します税負担の不公平が生じてまい

ります。手持ち品課税は主に税負担の不

公平を解消するために行われるものでご

ざいます。

　それから概略につきましては、たばこ

の販売業者等が手持ち品課税の時点、こ

れは１８年７月１日の午前０時の段階で

ございまして、この時点におきまして、

３万本以上のたばこを販売のために所持

する場合に、その販売業者等に対しまし

て、その所持するたばこにつきまして、

改正によります税率の引き上げ分のたば

こ税を課税するというものでございます。

　今回、改正につきましては、旧３級品

以外につきましては、千本当たりにつき

３２１円の増と。旧３級品につきまして

は、千本につき１５２円の増ということ

になっております。

　この３万本の定義でございますけれど

も、３万本までということで、２万９，
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９９９本までは対象にはならないという

ことになっております。仮に４万本所持

された場合でございますと、その４万本

のすべてが手持ち品課税の対象となると

いうことでございます。

○山本善信委員長　三宅委員。

○三宅委員　ただいまご答弁いただきま

して、おおよそ理解いたしました。私、

経験則からもそうですけれども、今回の

今おっしゃいました３万本以上になると

すべてがかかってくるという点など、若

干複雑な点もあろうかと思いますので、

この辺、小売店とか適切な通知、啓発等

をしていただきますよう、税の不公平の

解消というこの点からも適切な対処をお

願いいたします。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１１時２７分　休憩）

（午前１１時２８分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　議案第５４号及び議案第５５号の審査

を行います。

　本２件につきましては補足説明を省略

し、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２９分　休憩）

（午前１１時３０分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　議案第４２号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時３１分　閉会）
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委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 山　本　善　信

総務常任委員  森　西　　　正
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